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第 ３ 回 向 日 市 公 立 保 育 所 の あ り 方 検 討 委 員 会 会 議 録

日 時 ： 平成２０年１１月５日（水） 
午後７時１５分～午後８時４５分

場 所 ： 向日市役所 大会議室

出席者 ： 委員 ９名

事務局 ５名

藤井健康福祉部次長 今西子育て支援課長 中村子育て支援課主幹

川本保育係長 三好主査

傍聴者 ： ２４名

議 題 ： １．会議録について

２．公立保育所のあり方について

３．その他

（事務局） 本日は夜分、大変お疲れの中をご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。定刻より若干過ぎておりますけれども、ただ今から、第３回 
向日市公立保育所のあり方検討委員会を開催させていただきます。

本日の会議につきましては、お手元にお配りしております会議次第によ

り、進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは委員長、よろしくお願いします。

（委員長） 失礼いたします。今お話のありましたように、夜分お疲れのところお出

ましいただきましてありがとうございます。

ただ今から、第３回委員会を始めさせていただきたいと思います。

それでは、次第に従いまして進めてまいりたいと思います。

まず第１番目、会議録についてということですが、これにつきまして、

事務局から説明をお願いいたします。

（事務局） 本日の、第 1 番目の議題であります会議録につきましては、先日、委

員の皆様方に事前に送付をさせていただき、確認をお願いしたところで

ございます。その結果、特に記載内容につきましてご意見がございません

でしたので、送付させていただきましたとおり情報公開をしてまいりたく

存じます。

（委員長） 今の説明につきまして、それでよろしいか。

それでは、協議をいただきました内容で、情報公開をしたいと思います。

続きまして、次第の２番目、公立保育所のあり方についてでありますが、

これから協議に入っていただくわけですが、初めに事務局から、本日、皆

さまにお配りをしました、資料等について説明をお願いしたいと思います。

（事務局） 失礼します。本日の協議につきましてはお配りをいたしております、
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資料１と、あとにつけております資料を参考に、まず、公立保育所及び、 
あひるが丘保育園の、一時保育と延長保育の概要と現況についてご説明し

ていただいたあと、資料１を参考にしてご協議いただきたいと思いますの

でよろしくお願いをいたします。資料１につきましては、前回お配りしま

したものに、具体例をつけて資料としてお出ししておりますので、よろし

くお願いをいたします。なお資料の一番最後につけております、向日市病

後児及び病児保育事業につきましては、前回の委員会で説明をさせていた

だいておりますので、この分については、割愛をさせていただきます。以

上です。よろしくお願いします。

（委員長） それでは今説明いただきましたとおり、一時保育、延長保育の現状等に

ついて説明をいただきたいと思います。

（委 員） 公立の延長保育について、説明させていただきます。

延長保育は公立園においては平成１３年度から、順次行ってまいりまし

た。保護者の就労状況によりまして、午後６時から午後７時までの、１時

間有料で実施しております。第１保育所の場合昨年度は、１，８２４名の、 
延べ人数がありました。今年度は９月までの利用人数が８３０名です。

やはり仕事を持つ保護者の方が、やっぱり安心して、生活とか仕事をで

きることを支援することはほんとに大切ですし、子どもにとっての利益の

ためにも大切なものであるとは思ってます。保護者の要望っていうのは全

てこう受け入れて聞き入れることが、支援であるとはまあ思いませんけど

も、どうしたら親子ともどもが安心して、預けていただけるかっていうこ

とで、保護者の方の状況を十分に理解することとか、把握させていただい

た上で、助言しながら行っているところでございます。

一時保育につきましては、概要と現状とそして課題についてちょっと述

べさしていただきたいと思います。近年核家族が非常に進んでまいりまし

て、女性の社会的な進出の増加が非常にありまして、育児不安とか、育児

に負担を抱え込む親御さんとか、単発的な就労とか、社会的にやむをえな

い理由で保育を希望する親御さんが増えていらっしゃいます。

社会情勢の中で保育所としましてはやっぱり地域の未就園児のおられ

る家庭の支援など、さまざまなことが求められているなって感じますし、

保育所としましては本来の業務であります、在園児の保育を第１に捉えた

上で、地域の子育て支援の一環として、担っていくことも非常に大切な、 
役割ではないかと考えております。子育て支援の一環としましては、公立

保育所では平成１３年の８月から、第４保育所で立ち上げてまいりました。

それでは少し公立保育園一時保育事業につきまして、ご説明させていただ

きたいと思いますが、一時保育につきましては１歳児以上のお誕生日を迎 
えられた子どもさんから、就学前の児童で、保護者のパートタイムとか、

就労とか、勤務形態多様化にともなう一時的な保育や、保護者の疾病等に

よる緊急時の保育に対応するための事業を行っています。対象事業としま
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しては、非定形保育サービスと、そして、緊急保育サービス事業、そして、

私的な理由による保育サービス事業に分類しております。非定形保育サー

ビスにつきましては、保護者の労働とか職業訓練とか、そして就労によっ

て、原則として３日を限度として、断続的に家庭保育が困難になる、児童

に対する保育サービスを行っているところです。そして、あの緊急保育サ

ービス事業につきましては、保護者の方の傷病、それから災害とか事故と

か、出産とか看護とか介護、あるいは冠婚葬祭等社会的にやむをえない

事由によって、緊急に一時的に保育を必要とする児童に対して、保育サー

ビスをしております。３点目ですけれども私的理由による保育サービス事

業につきましては、保護者の育児にともないます、心理的に、肉体的に負

担を解消するための保育を必要とする児童に対する保育サービスを行な 
っています。市内に５か園ある公立保育園の中では唯一第１保育所におい

て、利用していただいておりますが、場所はご存知のように北山、向日神

社の横に所在しております。利用していただく時間としましては、午前８

時半から午後４時まで。そして土曜日につきましては、８時半から正午ま

で。ただし、やむをえない場合につきましては８時から６時までの延長を

行っております。申し込み方法については、子育て支援課、各保育所、そ

して、当園において書類を置いております。１日につきまして、１，４０

０円から２，０００円で区分されております。そして保育料とは別に、実 
費相当額の飲食費を含んで、１，７００円から２，３００円で区分され

ております。今年度、第１の特長の事業としまして、現在ですけれども、

４月、１歳児から２歳児３歳児、４月の場合はもう２００、延べですけど

も２５７名の利用数がありました。内訳としまして、１歳児が６６名で２

歳児が９７名、３歳児以上が９４名いらっしゃいました。５月につきまし

ては、合計で２２９名のご利用がありまして、１歳児が６９名で、２歳児

が１１７名、３歳児以上児が４３名いらっしゃいます。６月が１１０名で

１歳児が。２歳児が１１３名、３歳児以上児は５０名で、２７３名の利用

がございました。７月が１歳児１００名で、２歳児が１０５名、３歳児以

上児が８９名いらっしゃいまして、合計２９４名の利用がございました。

８月が７６名で１歳児が。２歳児が１００名、３歳児以上児が９５名いら

っしゃいまして、延べが２７１名いらっしゃいます。９月につきまして

は、１歳児以上が６４名で、２歳児以上児が１２８名、３歳児以上児が、 
６３名いらっしゃいまして、合計２５５名の利用がありました。１０月で

すけれども、１歳児が８８名、それから２歳児が１４２名、３歳以上児が

７７名、合計で３０７名いらっしゃいます。特に４月とか、７、８月とか、

３月は、非常に人数が増えてまいります原因を考えましたらやっぱり、

幼稚園等が、あの夏休みになるっていうことでお預けになられる家庭は非 
常に増えております。延べとしても１，８８６名のご利用がございました。

その中でも特に私的な理由による利用者が、もう格段に大きくって、資
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格取得とか職探しとか、参観される方とか、リフレッシュとか、まあ保護

者自身の通院の理由で預けられることが非常に多いです。

そして、発達がゆっくりされてるお子さんとか、障がいを持っておられ

るお子さんも年々利用希望が増えてまいりました。緊急による理由としま

しては、出産とか、家族の入院とか、看護とか介護とかの理由が挙げられ

ています。最近の傾向としまして、保護者の方の精神的な部分でのすごく

しんどさを、抱えておられるケースが非常に多くなってきております。育 
児放棄とか、育児の疲れとか生活の乱れがこのまま放置したら、ネグレク

トになりそうやっていう相談もあの増えているのも確かです。これらの対

応として、一時保育を利用することで肉体的とか精神的な、負担の解消に

なっているんじゃないかなってふうに感じております。近年育児不安によ

る相談ケースも増えつつある現状ですけども、少し例を挙げてみますと、

いらいらして手をあげてしまう、子どもの養育にもう自信がないんやって

いうお母さんとか、そして、親子とか、兄弟姉妹などの家族関係がほんと

うにうまくいかないし困ってるということとか、知能とか、まあ言葉の遅

れが心配でまた、心身の発達についての悩みなどがありまして、保育所だ

けでは抱えきれないような、多くの問題がありましてまあ子育て支援課と

か、支援センター、保健所等の連携も非常に密にしながら、現在では家庭

児童相談室からの保育所の出張相談っていうのも、実施するようになって

おります。今後ですけども、まあ一時保育のニーズについて、ほんとに増

加が予想されるなって感じますし、保護者と、子どもさんの安心安全円滑

なやっぱり受け入れができていくように、一時保育に関わる内容の充実

を図って、第１保育所がニーズに沿った公立園としての取り組みをさらに

進め、検討していくってことが、ほんとうに今後の課題になっているんじ

ゃないかなって思っています。以上です。

（委員長） はい。ありがとうございます。

次に、私立保育園についてお願いします。

（委 員） 失礼します。一時保育事業につきましては、公立の説明でとても詳しく

状況をご説明いただいております。規模としてはもうちょっと人数が小さ 
くまあ、だいたい、１０名足らずの登園児というようなことが違うと思い 
ますが、傾向はもう同じようなことだというふうに思っております。開設

しましたのが、唯一、平成の４年から、国の方のメニューであがったすぐ

から開設しているというあたりがあります。それと、内容的にはそのちら

しに書いておりますとおりですが、要するに、待機児童の解消の役割も、 
担っているような要素がたくさんあるかなぁというふうに思っておりま

す。 
補足するところはもうほとんどありませんので、以上でございます。そ

れであと延長保育につきましても、開園時間が７時から夕方７時で、 
２０人、２５名ぐらいの子ども達の利用があるというようなことでござい
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ます。以上です。 
（委員長） ありがとうございました。

今お二方の委員さんにご説明をいただきましたが、今のご説明について、

お尋ねございませんでしょうか。

（委 員） 運営形態の方法をお伺いしたいんですけれども、例えばその部屋である

とか保育士であるとか、経済というかあの経理の面であるとかの辺のこと

を、私立と公立さんとでは違うのかっていうとこらへんをお伺いしたいな

と思うんですけども。

（委 員） あの、運営形態ですか？

（委 員） はい。

（委 員） はい。一応運営形態としまして一応８時半から、４時まででお預かりい

たしまして、１歳児以上のお子さまをお預かりするってことなりまして、

１歳児の方が２，０００円でして、２歳児が１，７００円でして、３歳児

以上が１，４００円っていうことで、飲食費が３００円ずつかかっている

っていうことで、その日のうちに、市の会計に持っていくという形になっ

ております。

（委 員） 運営費は、市からおりてくるんですよね。お金って。

（委 員） はい。

（委 員） ですよね。

（委 員） 専属の保育士さん

（委 員） 専属のはい。

（委 員） 何名いらっしゃる。

（委 員） ３名から４名です。

（委 員） アルバイトですか。

（委 員） アルバイトです。

（委 員） 保育士さん。

（委 員） そうですね。

（委 員） あたしの方ですね。保育料にかかるものは一緒です。書いておりますと

おりですし、保育室は一時保育室があります。何のお尋ねか分からないん

ですが、えー、民間園の運営補助金というのが

（委 員） はい。

（委 員） あります。その中の一時保育というのはついておりますので、そういう

ところからの財源になるとお考えいただいたらいいと思います。

（委 員） それは公立と民間では違うんですか。何かついてる、補助金、民間さん

は民間の補助金っていう形でおりてくると思うんですけども、公立に関し 
ては、どういう形になってるんでしょうか。

（事務局） 一時保育事業につきましては保育の特別事業でありまして、国の事業、

まあそれと京都府が入っておりますけど、それで補助金をいただいてやっ

ております。公立、私立ともにですね、まとめて申請さしていただきまし
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て、こちらの公立分につきましては私どもの人件費が主になると思います

し、私立につきましてはその運営補助という形で、ほとんどこれもおそら

く人件費が中心になるかと思いますけど、そうゆう形で制度に従った、補

助をさせていただいてる次第です。

（委員長） 他にございますか。今のご説明についてのお尋ねというのが。

はい、ないようでしたらこれから、協議に入らしていただきたいと思い

ます。それでは、よろしくお願いしたいと思います。どなたからでも結構

ですので、ご発言をお願いしたいと思います。

（委 員） あの、公立園としまして、今障がい児保育と気になる子どもさんのこと

とかまあアレルギー児のこととか、公立園としての役割という辺りでは、

ちょっといろいろ感じてることがあるのでちょっと発言させていただき

ます。

障がい児保育につきましては、子どもにあった支援をしているっていう 
ことでは保育園としても巡回指導を受けながら、その子に合った援助をし

ていかなければいけないなっていうことで、保育してきておりますし、で

も、その中でやっぱり障がい児さんって言わなくてもやっぱり、気になる

子どもさんが非常に増えておりまして、やっぱりその辺りでは、いろんな

専門家の方も含めまして、保育士も、保健師も含めましてやっぱりいろん

な人の力をいただきながらこう交えながら、やっぱり何でこう今気になっ

てんのか、しんどいのかなっていうことをやっぱり、こう日々こう追求し

ながら保育を日々しているところがあります。それから、アレルギー児に 
対してですけれども、ほんとに今増えてるかなっていうのを感じるんです

けども、保育所でもその食事の関係でも除去っていう辺りではほんとに、

あの除去できる分についてはもうほんとに、給食さん調理師さんとかまあ

担任も入る中でまあ検討しながら、みんなと同じという部分を工夫しなが

ら取り組んでいる現状がほんとうにあります。

それから保育所として、公立保育園は今も３月３１日まで年度末ぎりぎ

りまで、保育を通常保育として今取り組んでるんですけども、すぐ明くる

日が入園式になってまして、４月１日に実施するってことでほんとに厳し

さはあるんですけれども、働く親御さんのためには、これは、努力しなが

ら、協力、職員がしながらっていうかまあ、乗り越えてきている部分が

今あるっていうのが公立保育園の現状かなっていうふうに思います。

（委 員） あの一時保育、希望なさってる保護者の方がまあ今後も多分増加してい

くであろうっていうことだったんですけれども、あの、私運営形態のあの、

質問させていただいたのは、京都市なんかでしたらね、民間、ほんとに一

時保育してるとこ少ない、私立の保育所、少ないと思うんですよ。その補

助金の中で運営しきれない状態で、もう赤字になっていくのが見えている

のでできないっていう状態になってるところがほとんどで、公立はされて

いるところ、あの多いと思うんですけれども、向日市さんの実態が私も把 
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握できてなかったので、聞かせていただいたんですけれども、今、あの、

あひるが丘さんは、

（委 員） はい。

（委 員） まあ１０名、以内。

（委 員） はい、はい。

（委 員） 程度って。

（委 員） だいたいそれぐらい。

（委 員） いうことですしまあ補助金の中で。

（委 員） はい。

（委 員） 公立はほんとうに保障されていきますよね、人数に合った、今は第１さ 
んしかないっていうことなんですけれども、その人数に合わせて、市が、 
一時保育がちゃんとできるように保障していくってゆう形を取られてる

と思ってるんですけれども、今後まあ例えば、あの、民間、私立の保育園

なんかが一時保育をしていこうとなった時に、その補助金はその人数に合 
わせて、今のところ、増えていくとかいうよりその与えられた補助金の中 
でやってくださいっていうことになってるっていうことですね。

（委 員） 制度がね、いろいろ、ころころ変わってきています。それで、去年一昨

年ぐらいからですかね、去年ぐらいか、利用人数によって、補助金の額が

変わってきてるという状況があります。それと、今お尋ねの一時保育だけ

単独で考えるというよりも、保育園の運営費の約８割方は人件費なんです。

（委 員） 厚生労働省なんかは、あの民営化していくひとつの理由にできるだけ低

賃金のコストっていうことはっきりと言っておりますのでこれはあの、イ 
ンターネットでも載ってますし、もっと一番、まあ理由、何点か理由は

挙げてますけれども、民間を、極力活用して最小コストでの実現を図るっ

ていうことをはっきり文面として、載してるところもありますので、そう

いった意味でも、もちろん一時保育も、広げていきたいっていう思いは、

ま全国的にもちろんあると思いますし、いろんな必要である親のニーズに

は答えたいっていうような思いはあるとは思うんですけどもそれを、コス

トは下げ、あのできるだけ使わずにっていうとこらへんの方に、まあ向日

市さんはどうお考えなのかなっていうこと私もすごく気になります。

（委 員） コストというのは何をお考えですかね。

（委 員） 料金です。

（委 員） コストを低く。

（委 員） ええ。

（委 員） 低く。ちょっと誤解招くような感じですね。

（委 員） はい、そうですね。

（委 員） コストを低くっていう意味がね。あの。コストというそれがその、言葉

自体が、ものすごく、こうそぐわないもの。

（委 員） はい。
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（委 員） ですから。あのあれっとちょっと思ったんですが、まあ、要するに人を

人が育てるという営みですよね。保育というのはね。ですからその人とい

うのがコストという言葉でね、あの表現することが、まあどうかとも思い

ますし、えー、何をもってコストというのかちょっと分からないですけど

も、人が人を育てる営みが保育だというふうに考えますので、でそれも人

件費が８割方だと運営費の。ずうっと考えてきてるんですけど、そこのと

こが一番ね、問題ですよね。まあ、毎回私がいうとお金がと、いうふうに、

いわれるので何かもう今日はいわんとこと思ってたんですけども、そこの

ところをです。

（委 員） そうですよね。

（委 員） もう究極はそこなんです、国・府・市がどれだけそういう人が人を育て 
るための、人にお金をかけられるか。あの、もうそれに尽きるかなあとい

うふうに思っております。

（委員長） あの、他の観点からでも結構ですんで。

（委 員） 第１保育所の方で、気になる子どもが増加しているっていうふうに言っ

てられてたんですけれども、あの、３１日まで、園がじゃまた次１日から

っていうふうなすごく厳しい状況であるっていって現場がとっても大変

だっていうことすごくよく分かるんですし、実際にそのサポーターとして、

第１保育所にお迎えに行ったりもさせてもらってるので、現場も見させて

もらったりもするんですけれども、まだそこにまだ、付加するようで、あ

の、どうかなとは思うんですけどちょっとあのやっぱり一番今ね、その、

気になる子どもの増加を防ぐためには、やっぱり、親、だと思うんです

ね。でその、親を教育するべき、親を教育するっていったらちょっと、言

葉がきついかもしれへんのですけれども、親の育ちを支援するように学び 
の場みたいなのがぜひとも必要やっていうふうに感じてまして、でそうい

うふうな、その今、すごく先程もおっしゃってたように、核家族が増えて

いて、その、親、子どもと接することがないままに親になって、その辺り 
からその育児不安みたいなのがやっぱり増加し、で、またそれが虐待につ

ながっていうふうなことになってるんじゃないかと思うんですね。だから

その、親になる、親、親ってこう生まれたらすぐ親になるんじゃなくって、

だんだん勉強して親になるんだと思うんですけれども、それがその、今す

ごく社会的に忙しいので、なかなかそのじっくりと、学ぶ機会っていうの

がないから、だからぜひともその保育所に、子どもを預ける親もですし、

それまでの親も、その保育所を基点として、ぜひともその親が学ぶ場みた

いなものが必要なんじゃないかなって思うんです。あの、保育所の中でし

かできないっていうんじゃなくって、保育所が拠点となって、その親が学

ぶ、親の学びを提供できるような何かがあると、その気になる子どもの増

加っていうのを未然に防げるっていう言い方も変ですけど、ちょっと、あ

の、うまい具合にまわっていくんじゃないかなって思っています。
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（委 員） 市も、例えばその辺で、親も１年生子どもも１年生ですのでやっぱり、

親の方にもいろいろ不安をもっておられますので、そういうためのまあ、

支援といったらおかしいですけどいろいろな相談にのったりですね、いろ

いろな遊びをいっしょにしたりというような、事業はやっておるんですけ

れども、なかなかそれがまあ、全園に、例えばそれが民間園にもずっとこ

う広がっていくのが、やっぱり理想ではないかなというふうには思ってる

んですけれども。今、向日市で３園しかございませんけども、やっぱりこ

ういうのは全域に広げていくのも必要かなというふうには考えておりま

すけれども。

（委 員） あの、育児不安からくるお母さんたちの、子どもたちの様子が気になる

というケースについてはわりと簡単なんです、解消という方法が。でも、

あの、価値観の今多様化ということで、わりと何でもオッケー、昔という

か以前のように、世間様がある程度規範になってた時代というのは、それ

ほど多様化してないから、ま、わりとそういうことなかったと思うんです

が今、いろんな価値観があって、もう全てオッケーといいますか、ま、そ 
ういう認め合うというような風潮になってきています。気になる状況って

いうのはなかなか難しいというのが現場で感じることです。あの単純に育 
児不安、おむつがどうやとか、あのアトピーがどうだとか、どういうふう

に遊んだらいいかわからないとかいうそういう不安を持っているがため

に少し子どもが神経質になったりまあ、あの動きが激しくなったりという 
ような、形の子どもの気になる様子というのは、わりと、やさしくあの、

改善に向いていきますが、お母さん自身の、固まっているまあ価値観とい

いますかそういったことからくると思われる、子どもの気になる状況とい 
うのは、そのままいってしまうというかそのままだというような。そんな

ことを現場ではすごく感じますね。

（委 員） 何か、おっしゃってることが、わかるような気がします。

（委 員） あともひとつね、その気になる、状況の子どもっていうことで言えば、

すごくその、診断名が付きだしたからこんだけ増えてるんだとかいうこと

も言われてますけれども、でも実際私も現場にいててそうじゃなくって、 
ほんとにＡＤＨＤであるとか、アスペルガーであるとかまあ、自閉症スペ

クトラムの中に入るであろうっていう子どもがそれがお母さんの育て方、

うんぬんの問題では、それはたぶんご存知だと思うんですけど、

（委 員） うん、そうですね。

（委 員） 増えてきてるのも現状だと思うんですね。でそういう子どもたちがクラ

スに複数いる。たぶんあのどこの保育所でもそうだと思うんですけども複

数いる中で、保育をしていかなければならないしいろんな一時保育である

とか延長保育であるとか、いろんな幅広い保育サービスもしていかなけれ

ばならないっていう点では、ほんとにその向日市の保育の水準をね、そ

いった子どもたちも、きっちり保障されて、健やかに、育っていくために
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っていうことを保障するためには、もう私しつこく言いますけど正職の保 
育士さんがほんとうに増えていって、まず保育にお金を使ってもらわない

と、あのもちろん子育て支援も含めてですけれども、でもほんとにその、

子どもたちのために、あの、お金のことばっかり言いたくないって委員さ

んもいっておられたんですけども、お金を使っていただかないと保障でき

ないっていうのが、あの、現状だと思うんです。保育士さんはやっぱりそ

の、勉強、もう今なんかほんとに幅広く勉強しないと、ほんとうにカウン

セラーのような勉強もしなければならない専門の、そういったＡＤＨＤで

あるアスペルガーであるっていう子どもたちの対応を、どうしなければな

らないかっていうことも、勉強しなければならない。いろんなことも勉強

する時間も必要な中で、あの、やっていこうとした時にはとてもじゃない

けど、アルバイトさんであったりとか、まああの、非正規の方であったら

負担が大きくなりすぎて、あの、賃金の格差は、ものすごくありますので、

やはり、正職の方でたくさん保障していただいて、あの、私立の保育園

さんにもたくさん、補助金もかなり少ないと思うんですけどもあって、 
長く働き続けられる、ベテランの保育士がたくさん生まれていくような、 
保育所を向日市がどう保障してくださるかだなっていうことが、私は保育

水準が向上できる、一番の方法だというふうには思ってるんですけれども。

（委員長） 他の委員さん何かございませんか。

（委 員） あの、以前にいただいた資料で、むこう・元気っ子支援プランの中に、 
目標、指数っていうのが５６ページにありますけども、平成２１年度に、 
休日保育所を１か所っていう目標があったんですけれども、来年度になる

んですけど、このあたりは、今どのように進んでるんでしょうか。

（事務局） 今のところ、検討はしていますが具体的な動きは、ございません。

（委 員） ２１年度までの計画の中で一番難しいのが今、いわれた休日保育なんで

すよね。これが２１年度までの計画の中に挙がってるんですけれども、検 
討はしておるんですけどもなかなか進まないのが現状です。まあ何事もや

ってやれないことはないと思うんですけれども、よそでもやっておられる

ところはございますんで。その辺になってきますとまあ、わりに多いのが、

私立の保育所さんがやっておられるのがほとんどだと思います。公立で休 
日保育というのはなかなかないような、多いのはやっぱり、私立の保育所

さん、お願いしてやっていただいているのかもわかりませんけれども。そ

ういう状態です。定員の９７０名にするとかいう部分につきましてはいろ

いろなご協力をいただいて、それはこの２０年度定員９７０名については、

一応達したところですけれども、あとその休日保育をどうしていくのがベ

ストなんかいうのも含めてですね、ま、いろいろ利用される方はおられる

と思うんですけれども、例えば対象をどういうふうにもっていくか等がで

すね、スペースの問題とかいろいろまあちょっと難しい部分もあるかと思

うんですけども、検討課題だと思います。
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（委員長） 今そういう行動計画に数字が入るようになってきたと。今しばらく前ま

でその計画の前は、数字さえ入らなかったわけです。計画いろんな計画に。

あの、善処するとかいう文言ばっかりであまりあの報告の意味をなさなか

ったし、市民向けにはですね。それが、三大プランの中から数字が出てく

るようになってきたことですな。今おっしゃった話、でもここの、話でも、

結局、まもなく後期計画がねえ、後期行動計画が策定をされていくと思い

ますが、その中にも、引き続き課題にしなきゃならない問題も、前期で足

りたから、完璧に１００％、あるいはそれ以上できるというだけじゃなく

て、できないものには積み残しで次の計画の中に勘案をしていくというこ

とで、継続的なものも出てくるんでここで打ち切りということでは、おそ

らくないと思いますので、ここでもいろいろ発議していただいて、それが

後期行動計画の中でも反映されるようになっていけばなあというふうに

思っておりますんで、この課題を中心にではありますけれども、いろいろ

ご発言をいただいたら、その委員会の方でのっけていただけるものあれば、

そっちへのっけていただけると思いますので。

（委 員） めいっぱい保育室にも子どもが入ってる状態の中で、増築スペースはな

いと、それはわかるんですね。ただ、保育所自体を、向日市に増やしてい

こうというようなお考えもその中に入ってるっていうふうに、捉えたらい

いんですよね。

（委 員） そうですね、１８年度に阪急西向日の前にさくらキッズ。それから１９

年度に物集女にアスク保育園が新しくできました。今後もですねやっぱり

そういう部分があればそういう部分を、取り入れていうたらおかしいです

けれども、そういう方向も考えていかなければならないなあと思っており

ます。それと実際あの、１回目からいろいろ２回目からいろいろやっぱり

子どもの安全、安心安全、保育環境等、いうようなことも出ておりますの

で、ご承知のようにまあ、昭和、４０代の前半にできてる木造の建物もご

ざいますのでその辺のところも、どうしていくかをこれは早急に考えて

対処、対応していかなければならない。その中で例えば定員を増やすとか

いうようなこともまあ考えていけるんではないかなと思っております。

（委 員） 老朽化が進んでる木造の保育所の建て替えについては一番初めからあの

この会議でも議論になってたと思うんですけれども、私も先程、一番難し

いのが休日の保育所を増やすことやというお話なんですけど、じゃあ老朽

化問題は一番難しくはなかったんやっていうふうに聞いてまして、あの、

それはじゃあもう当然しなければならないことっていうふうにお考えな

ので、早急に、建て替えようっていうふうには、あの、決まってることで

はあるんですかねえ。

（委 員） 決まっているというか、当然それは老朽化してますんで。

（委 員） ええ。

（委 員） それは何とかしていかなければならないというふうには考えておりま



- 12 -

す。その時期がいつになるかはちょっとあれですけどもね。やっぱりい

ろいろ財政的なことも、あんまりお金の話のことをお金の話をしたらい

かんのかもわかりませんけれども、実際、古い建物は新しく、新しくし

ていくのが、これは行政としてのそれは使命やと思ってますんで、それ

をいつの時点にどうするかは、そこまではちょっとあれなんで、今後、

それを検討していかなけばなりませんけど、当然それは新しいものに替

えていく、ま、形がどうなるかは別にしてですねえ、やっぱり古いもんに

ついては新しくしていくと、これは基本だと思いますね。

（委 員） 古いっていうだけではなく子どもの安全が、ほんとうにかかってきてる

ほど老朽化が進んでるのも現状ですし。

（委 員） そうですね。

（委 員） 安全ということを考えるとやっぱりその辺、古い建物についてはやっ

ぱり何らかのことをしないといけないとは思います。

（委 員） 何らかのっていうとこらへんについて向日市さんはどう行政として、責 
任を持ってっていうふうにお考えなのかなっていうふうには思うんです

けれども。

（委 員） それは古い建物はその例えば、補強してよくなるもんであればそれを補

強が必要であると思いますし、補強してだめなもんであればそれはやっぱ

り、建て直すとかいう形となってくると思います。

（委 員） おそらくね、補強が不可能な状態なんですよね多分２とか３に関しまし

ては。

（委 員） なかなかそこまではっきりとは、調べておりませんけども、なかなか難

しいんではないかなと思いますけども、補強は。

（委 員） あの前の、子育て支援課の課長さんだったと思うんですけど、はっきり

とあの地震がきたら倒れますのでって保護者の前でおっしゃったので。あ 
の、保育料、値上げの説明会の時に、この建物、まあ建て替えについて

はどんなふうにまあ、保育料が値上がるのであればっていうような私た

ちもまあ要望の仕方をしたので、何も反対だけをしているのじゃなくって、

保護者からそれだけ値上げをして徴収されるのであれば、あの、建て替え、 
のことも考えてくださるのですか、っていうような、もうそれならまだ納

得がいきますけれどもっていうような話をさせていただいた時にも、それ

についてのお答えは一切なくていや国が、あの、制度が変わりまして保護

者から７割まで取ってもいいっていうことだったので保育料値上げさせ

てもらうだけですっていうお話で、地震がきたら倒れるのは倒れるんで

すけどってその時にもおっしゃったので、え、地震が来て倒れるの分か

ったはるんやったら、あの、何で、すぐ、建て替えますっていうふうには

お返事いただけないのかなっていうふうにちょっと親としても、もうびっ

くりしたお返事やったので思ってたんですけれども、あの、倒れることが、

分かっているような建物に子どもを、あの、そのまま、子どもたちの保育
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をしているような、向日市のお考えに私はどうしても納得ができなくて、

早急にあの、向日市として責任持って、子どもたちの安全を確保していた

だきたいなっていうふうには、あの、思っておりますけれども。どうです

か？２で。 
（委 員） ちょっとその時、私おりませんので交渉知りませんけれども、先程も申

された中で国の保育料の関係で７割取っていいからと。

（委 員） 保護者負担が７割までは徴収できるっていうような国の制度が変わりま

したよねえ。

（委 員） 保育料が１００円かかるとすれば、向日市かて同じように１００円の保育

料をいただいてもいいんですけれども、たまたま、今まで６０％弱やったん

ですかねえ。それをまあ４年間かけてようやく７５パーぐらいに持っていこ

うという形でまあ、あの、今年度まで順次上げさせていただいたとこなんで

すけれども、国の７割が取れるからいうんではなくて。

（委 員） まあ制度が変わってそうなりましたので、だから向日市としての保育のビ

ジョンがどうだっていうお話は一切その時はなくてですね、制度が変わった

から集めさせていただきますっていうご説明で、もう一貫されたんです。

（委 員） そうですか。

（委 員） はい。でもう保育のビジョンを語ってくれっていうんですけれども、それ

はいろいろ考えておりますっていうことで、ずっと通されておりましたので、

今現在、公立が５か園あって、まあ第１が建った後にあひるが丘さん、私立

の保育園が建ちましたよね、そのあとまあ同じ頃に、京都市なんかでもかな

りその民間の、私立の保育園がばあっと広がっていきましたけれども、なか

なかその、市が責任を持ってとかいう形での各自治体の動きがなかった中で

向日市はすごく、あの行政が責任を持つ形で、公立の保育所を増やされて、 
たぶん、そういうことを大事にしたいっていう市の姿勢だったと私は捉えて

たんですね。何かそこら辺の、あの向日市さんとしての、市の、子どもに対

するであるとか保育に対するあのビジョンっていうもんが、なかなかその保

育料値上げの時の話はまた別のことになるんですけれども、そういったお話

がなかなか聞かせていただけない中で、お金がないのでとか、国の、制度が

変わりましたのでっていうような説明で、私たち市民のところに下りてくる

っていうことに私はすごく納得がいかない部分がありまして、どういうふう

なあの、保育に対する、子育て支援に対するビジョンをお持ちなのかなって

いうところが、いまいちちょっと、向日市独自のっていうとこらへんでは見

えてきにくいところがあるなと思っております。

（委 員） その時代背景とともに要するに、公立保育園を向日市の場合は増やして、

いかれたと、これからまたその時代背景とともに、またその保育園のあり方

ていうのも変わってきた。子育ての支援に対することも変わってきたってい

うふうなところを考えると、あの、同じように、またその例えば公立保育園
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を造ってそれで済むのかっていうふうな、問題では私はないと思うんですね。

何か、もう私の、何か立場っていうか、子育てをされてる親御さんのご相

談とかも受けてる現場におりますもんから言えば、本当に、あの、子どもが

生まれる前から、お母さんたちにその子育ての学校を造ってもらって、そこ

で勉強してもらって、一貫した子育ての場所っていうのを、もう造ってもら

わないと、本当にこの先、子どもが育っていくんやろうかっていうぐらいの

不安を私は持ってるんです個人的には。それを考えましたら、まあ保育のあ

り方ていうのもかなりあの、社会情勢の中でも、変わってきてると思うんで

す。例えば、あの、女性の働き方も変わってきてますし、ワークライフバラ

ンスみたいな形で、あの、企業内に保育園ができたりとか、それから、病院

等のその院内に保育園ができたりとかいうふうなことで、あの、日々保育に

欠ける子どもというか、その子どもを擁護しないといけないみたいな観点の

ところっていうのは、いろんな形で保育サービスが、行われるようになって

きた。でその一環として一時保育事業もあるんですけれども、ま、それも今

の、あのニーズによって、とても、えーたくさんの人が利用する。で今足ら

ないというふうなことであれば、またそういうふうなところを考えないとい

けないし、休日保育にしても、延長保育にしても、どこが担うのかっていう 
ふうなところを考えていかないといかんのではないかなと思うんですね。そ 
れから、公立で無理なら私立が担うとか。で、やはり、その、社会福祉法人

が、運営する、保育園っていうふうな、あり方と使命ですね。でそういうふ 
うなことも、あの視野に入れて、いかないといけないのではないかなってい

うふうな思いもします。それから保育園ていうのは、人が人を育てるところ

と先程おっしゃいました通りなんですけれども、運営にかかってはやはり、

補助金の中でどういうふうに運営をしていくっていうのは、ある程度のその

経営センスみたいなものも必要になってくると思うんですね。ただ、あるお

金を、ずっと使ったらいいじゃなくって工夫をする。でどんなサービスがで

きるのかみたいなことの多様化ができるっていうふうなところはやっぱり、

そういう社会福祉法人に期待をされるところかなっていうふうなことは私、 
思います。 

（委 員） そのじゃあ時代背景とともにね、ま、いろんなことが変わってきてるのは

私もよく分かるんですけども、じゃ公立保育所、今の、例えば向日市の公立

保育所が担えないっていうとこはどういった点だというふうにお考えなん

でしょうか。

（委 員） 公立保育所が担えないというか、その、例えば休日保育にしてもなかなか、

まあ壁がある、

（委 員） うん。

（委 員） 行政としての壁が

（委 員） はい。
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（委 員） あるというふうなことですよね。そしたら、その壁があってもニーズが

ある。じゃあ、どうするんやということですよね、いうたら。ただそこの

ところを考えていくんで、まあ、やりたい、やろう、というようなとこら

へんかなと思うんです。でっ、やっぱり、何か、向日市ではあひるが丘さ

んが一番にできた私立の保育園ですけれども、いろんな、やっぱりその親

のニーズに答えてらっしゃるのがやっぱり早いですよね。で、それをなん

かまあ見てられたのか知らないですけど、まあできるのかなって判断され

て、されるのが公立保育所さん、みたいな感じですよね。それで、まあ、

ちっちゃなグループですけど、グループの、保育サポーターのグループな

んかが、そういう隙間を埋めていく、みたいなところで、行政でも担える

のではないかって、思うような部分はあるんですが、まあ、いろんな諸条

件でそれができない、だけれどもニーズはある、そしたらどうするんやと

いうことで、そうゆう、グループがこうやって、隙間を埋めて、そして、

私立の保育所さんが、そういう、サービスを提供して、みたいな、まあ関

係性というか、なのかなっていうふうなことを思うんですけども。

（委 員） その、行政が担えないっていうのは、要はお金の問題のことなんじゃな

いかなって、ほとんどがですね、

（委 員） うーん。

（委 員） 要はその、民間保育園、行政はできるだけお金を出したくない、ってい

うふうに捉えてますので、私は。この間の動きから、見させていただいて、

そのために民間はほんとにその、先程も私、まあコストっていう言い方が

引っかかるって、おっしゃったのはすごく気持ちはよく分かるんですけれ

ども、やっぱりその、超過負担分を、保育士の人件費にかかる超過負担分

を公立の場合は、市が負担しなければならない、でももう、私立の保育園

に関しては、あの委託する金額が決まっているので、それの中で経営しな

さいっていうことですから、超過負担はないですよね。要はだからその、

それ、そのために、私立の保育園は、やっぱり、コストを下げたい、人件

費のコストを下げたいから若い保育士をどんどん、若い保育士で増やした

いっていうところが実際、今増えてるのはもう現実ですので、その、そう

やって運営をまわさないとサービスがしていけない。だが、サービスは早

くできる、のは実際今の日本、まああひるが丘さんは別やと思う、すごく

努力されてると思いますし、大変な中で、努力の中でやってこられたと思

うんですけれども、全国的な日本の、全国的な流れを見たときには、ほん

とに人件費で、できるだけ早く辞めてもらって、若いコストで、人件費を

削減してサービスを提供していく。まっ、それを見て、公立保育所が、あ

っ、できるんやったらここはもう親がニーズ、を持ってるし、やらんとあ

かんかなぁっていうことで、行政が後から、後付けするっていうような形

で、別に初めから行政がそれに対して、私立の保育園にもこんだけはいる、

もうたくさんの補助金を与えてくださって、公立にも、これをするために、
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やっぱり頑張ってくださいっていうようなことがあったら、いくらでもで

きていたはずのことを、要はお金を出したくないために何とか、その中で

っていうふうなことからの表れではないのかなっていうふうに、私は思い

ますし、ただ、その向日市の保育園の公立の中でね、ほんとに休日保育は

どこまでできていくのか、そういうとこらへんに関しては、まっ、いろん

な保育園が私は増えていく分に関してはね、もっと数がいると思ってます

ので向日市にも保育園が、それが、まあそれだっていうふうに思うんです

けれども、ただその、何で今ある公立保育園がね、あの建て替えも、どう

いう方法でかって、いうこと、すごく言葉をごまかされるので、っていう

ふうに捉える、ごまかされてるってとってしまってるんですけれども、何

らかの方法でといわれると、あっ、公立としての建て替えは、どうしよう

かなぁ、って悩んでおられるのかなっていうふうにも捉えてしまうところ

もありますのでね、何か今ある公立っていうのは、私は向日市の公立保育

園はすごくその、向日市の保育水準を高めるために、役割を果たしてこら

れたと思ってますし、プラスでの、例えば、ほんとに今公立でちょっと担

いにくい部分に関しては、いろいろ保育園が増えていったらいいなあって

いうふうに思うところもありますけれども、公立保育所の役割は公立保育

所の役割として、やっぱりそれが、あの行政の基準となって、やっぱり保

育園が高くなっていくところもあると思いますので、そこは向日市の独自

の、ほんとに向日市の、保育に対する姿勢として、私は大事にしていって

もらいたいなっていうふうには思ってはいるんですけれども。

（委 員） あの、おっしゃっていただいて、お金がないからやれない、という発想。

お金がなくても、やらなきゃいけない、やりたい、地域のニーズに答えた

いという社会福祉法人の、理念とか使命感でやる、その差でしょうか。あ

の、お金が、お金がついてきたからやるのと、ついてないけれど、とりあ

えず自主運営的に、まぁ、創意工夫、いろんな工夫をしながら、硬直的に

考えるんじゃなくて、割と柔軟に壁を下げて、でその中で、工夫をしなが

らやっていく体制が、社会福祉法人かなと、今のお話を聞いてて。ですか

ら、おっしゃったとおり、あの、やることが遅い、なかなかやらない、で

もニーズはすぐある。こけてる子がいる、親がいる、じゃすぐ助けなきゃ、

っていうのが、やっぱり、法人立の考え方かなぁと今のお話聞きながらで

すね、改めて、感じたというふうに、受け取ってます。

（委 員） ただその法人にも

（委 員） はい。

（委 員） よりますよね。

（委 員） まあ、

（委 員） はい。

（委 員） ですね。それはそう

（委 員） はっきりと、
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（委 員） ですけどね

（委 員） もう

（委 員） それはまあ

（委 員） すごい格差がありますからね。

（委 員） それはまあ。

（委 員） 私立の

（委 員） はい。

（委 員） 保育園に関しましては

（委 員） はい。

（委 員） はい。向日市はほんとにあひるが丘さん、が、私立では中心となって、

まあ公立保育所と一緒になって、保育の水準をかなり高めてこられたなっ

ていうふうに私も、見ておりましたけれども、ほんとにその、今後どうな

るかっていうとこらへんも含めて。今は、あの、社会福祉法人になってた

ところまで、関東ではかなり潰れましたよね。もう、法人として認められ

なくなるような経営をしていてた、っていうような状態にまでなっている

保育園も、ほんとにありますし、そこは一概に社会福祉法人、全てがとい

うふうにも語れない部分がすごく、あの、自主努力と言いますか、各園の、

自主努力によってそうなっているっていうとこらへん、での格差はすごい

なっていうふうに私は考えておりますけど。

（委 員） まっ、その辺に関しては、やはり、その市がね、認可をされるときに、

ここの質はどうなんかと、でまぁ国の施策でもその株式会社でも、保育園

を運営してもいい、でまぁやる気のある人は、どんどんやりなさいですけ

れども、本来からいうたら利益を追求するところ。だから、ちょっと、保

育事業とは、ちょっとかけ離れてる考え方の経営者の方もいらっしゃるか

ら、そういうとこにね、やりますからお金出しますから、っていわれても、

市がその安易にね、認可をしない、きちっとした、保育の理念を持ってい

るところに、ちゃんと、認可を下ろされるのであれば、してもらう、とか

いうふうなことで、まあ、やっていただいたら、質は高くなるんではない

かなとは、私は思うんです。確かに、国のその制度ももう、ころころころ

ころ変わって、補助金ももうころころころころ変わって、だけれどもこの

事業をやったら、このお金がもらえるとか、まぁいろんなたくさんのこと

があって、そこを、あのほんとに、社会福祉法人のその保育園さんは、工

夫をされて、努力をされて、独自の、保育ニーズに答えるために、されて

いるんではないかなって、私は思うんですね。それと、その、もう保育士

さんが担える、あの内容ではないんですね今の保育ニーズ。で特に、親に

ついてでも、だから、ほんとに、今までやったら、あの保育だけを、先生

方はされてたらよかったのが、もういろんなことに対応しないかん。でそ

うなってくると、やっぱり、ある程度の専門性を持ってる人が、加配で例

えば、障がい児であればそこに、加配の人をきちっとつける、それから親
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と保育園の間を取り持つ、ソーシャルワーカーのような人を、きちっと配

備をする、みたいなことをやっていかないと、どれもこれもこれもこれも、

しないといけないから、あなた勉強してやりなさいっていったところで、

もう間に合いません。もうそんなような、程度では、今はほんとにないん

です。で、あの委員がおっしゃった本当にもう、価値観が多様化してます

から、そこを、変えるとかね、どうこうするとかみたいなことはできない

ので、やはりその、あの、通訳をしてあげる、例えば、保育園と親の間に

立って、この人はこう思ってはって、じゃ、保育園さんとうまくやってい

くにはどうすればいいか、みたいな、ほんとに、ソーシャルワーカーみた

いな形の人が、また必要だし、そういうことを、やっぱり、やっていくの

がこれからの私は保育行政の、役割ではないかなっていうふうなことを思

うんです。だから、単に、保育園を造って、子どもを保育園に預けて、預

ける場所を造るだけでは終わらない。おうちに、いてる子どものこともあ

るし、やっぱり全ての子どもたちの、成長を保障するのであれば、そうい

うふうなところに、ぜひぜひ、保育行政が担っていってもらいたいなって

いうふうなことも思います。

（委 員） で、あの、よろしいですか。こないだの、表によりますと、保育所に通

っている子どもっていうのは、向日市の、えっと、就学までで３０％なん

ですね。だから、あと、７０％の子は、おうちにいたりとか、幼稚園に行

ったりとかって、いうふうな子、子どもがいるわけであって、だからその、

保育所の子どもはもちろん大事ですけれども、その７０％の子どものこと

も、考えないといけないし、で、この間の、予算の収支を見てると、向日

市は、えっと１９年度、何年度だったかに、もう底を尽きるというのが、

見えていたわけで、もう全部、その３０パーセント、あの、何ていうのか

な、保育所の建て替えだけに、その、まわしてしまって、いいのかな、み

たいな部分はあるかなって、思うんです。もちろんその、安全になっても

らわないと困りますけれども、バランス的に考えて予算を、バランス的に

考えた場合には、その、そこだけにかけるわけにはいかんやろうなってい

うふうに、思うんですね。前の予算書なんかを見せてもらった具合に。だ

から、そのこととかを考え合わせると、委員がおっしゃられたように、信

頼のおける社会福祉法人が、担っていかはるっていうのも、その、ありな

んじゃないんかなあって、いうふうに思います。

（委 員） そのお金の工面のことに関しましてはね、あの、もちろん保育所の子ど

もだけに使わはったらいいなんて、とてもじゃないけど思っておりません

けれども、ほんとにその、次世代を担っていく子どもたち全体にね、向日

市はやっぱりそこを、大きな企業がある町でもありませんし、あのその分、

まあまあの税金がね、入る率が少ないし、大変な部分もあるんだとは思う

んですけれども、でもやっぱり、そこがほんとにこの町の売り、といった

らあれですけれども、私は向日市ってそういう町だっていうふうに捉えて
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おりましたし、やっぱりあの、若い時、私は京都市に住んでましたけれど

も、共働きで子育てするんやったら、向日市がええでって、京都市まで広

まってきてるように、次世代の子どもたちのために、ほんとに、私たちの

税金が使われてるなっていうふうに思える、市だったんじゃないか、だっ

たっていうふうに私は思ってしまってるんですけれども。でも、正直その、

お金のあの、財政を見さしていただいたら、このままいったら、赤字にな

るんじゃないかというふうな表ではあったんですけれども、でも、そのほ

んとに納得がいくような使われ方をしてるのかって、いったら私はちょっ

と疑問に思うところもありますし、あの子どものことをほんとに大事に思

って、子どもの、もちろんまあ子どもだけ、のことでは市政はまわりませ

んけれども、すごく、えっ、こんなところにこんな莫大なお金を使わない

といけないのかなって、いうような事業も計画されておりますしね、そこ

らへんの、部分の、例えその１割でも、子どものために使っていただいた

ら保育所も、かなり建て替えもできますし、ちょっと納得いかない部分も

ありますので、あの、そういった意味ではその先程も、向日市の保育に対

するビジョンが、よく見えないっていうふうに私も言いましたけれども、

けしてその保育所の子どものためだけではなくって、向日市が、あの、少

しでも、子どもにとっとくって、いうふうに考えていただけたら、出せる

お金はあるのではないかなって、いうふうに私はちょっと思ってしまって

るところはあります。あとその、よい、えっと、社会福祉法人だと、って

いうふうに、おっしゃいましたそこが、じゃあ、どうゆう基準で選ばれて

くるのかっていうのも、すごく怖い部分もあるなっていうふうにも思いま

すし、実際、今、向日市の公立の保育所の水準は、私はかなり高いってい

うふうに思っておりますのでね。そこらへんで、ニーズに答えるっていう

部分に関しましては、いろんな方法があると思うんですけれども、その保

育水準が、せっかく今ある保育水準が、その社会福祉法人に、もしその変

わるっていうようなことがあったときに、変わった場合に、今、すごく高

い水準を保ったはるところが、それ以上になる可能性よりは、以下になる

可能性の方が、今のその全国的な、公立から私立の保育園になったところ

の経過から見たときには、低くなる可能性の方が、高いっていうふうに私

は、それはその個人的な意見じゃなくって、全国のその変わっていったと

ころから見たときにはそういうふうに、思っておりますし、今その向日市

さんの公立保育所さんが、水準が低いのであればね、それはそれで問題と

して考えなければならないと思うんですけども、すごく高い水準での保育

をしてもらってますので、そのそこに何でその、あの、変えなければなら

ない必要性が、どこにあるのかなっていうふうには、私はちょっと思って

おります。

（委員長） それといろんなお考え、あると思うんですけど、さっきあのワークライ

フバランス論出たんですが、この問題と保育問題はどう絡んでくるんでし
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ょね。だから、将来、ワークライフバランス論がどんどん進められていき

ますね。

（委 員） はい。

（委員長） これは保育、という問題とどう絡んでくるかということを、１０年２０

年先を見ておかないと、ね。昨日こうやった、一昨日こうやったいう話だ

けじゃあ話は進んでこないんでね。だから、あの、２０年３０年後をどう

していくか、もうそれでいこうとしてるわけでしょ、ワークライフバラン

ス論で。いいことだってみなさんいってるわけですよね。これ非常にね、

保育の問題と、絡み結び付けて、あるいは保育者の仕事と結び付けて、ど

う位置づけてるのかということを、やっぱり考えていかないとね。それは

もう、あの、ワークライフバランス論反対です、といわれたらそんでいい

んですよね。そやなくて、新しい舞台が出来上がってくるわけですよ。そ

ういう形で。その中に、保育の問題も、ひとつ位置づけていく必要がある

だろうなというふうには思いますけどね。ええ。みなそっちの方の、あの

働き方を考えよう、という話で、働き方を考えることはそれでいいんです

けど、今度その、関連に出てくる子どもの生活を、そこでどう考えていく

んですかと、ね。親元においておくときはそれでいいですよという議論で

す。ほな、親元から今度離れる時に、どこが受け皿になっていくんですか、

ということもね、やっぱりあの、ひとつの問題が、方向性が出てきたとき

に、それに絡めて、ここは、今、公立保育所を考える場面ですから、保育

の問題も、ここで考えていかないと、あの、いけないんじゃないかなと。

あちこち繋ぎ変えていわれてますからね、今、だから、新たな舞台という

ものが、今後出てくるんで、それについても、絡めて考え、関連して考え

ていく必要があるんではないかなと、いうふうには思いますけど。他に、

何か、ございませんでしょうか。

（委 員） あ、すいません。

（委員長） はい。

（委 員） ちょっと先程、委員さんの、

（委 員） はい。

（委 員） あの、認可を市がすると、

（委員長） うん。

（委 員） 保育所の、

（委 員） あ、

（委 員） 認可保育所の、

（委 員） 府、府ですか。

（委 員） あ、すいません。ちょっと、市ではまだそこまで、できませんので、そ

れで、あの府が

（委 員） あ、すいません、

（委 員） 府の方が、やっております。
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（委 員） あ、あの認可を下ろされるのは、府でしたね。すみません。

（委 員） はい、はいすみません、ちょっと、それだけ。

（委 員） えー、監査をされるのは市も、一緒に、府も、

（委 員） 府、府、京都府。

（委 員） 府ですね。

（委 員） 京都府ですか。

（委 員） 府です、はい、京都府です。

（委 員） じゃ、市は何を担ってる、

（委 員） 市は、例えば市から補助金を、

（委 員） ですね。

（委 員） 例えば、出しておればそこにまあ、監査に行くことがあります。

（委 員） そうですね。

（委 員） はい。

（委 員） はい。

（委 員） それで、社会福祉法人の認可もいわゆる、京都府がやっておりますし、

（委 員） そうですね、はい。

（委 員） はい。

（委 員） そうでしたね。

（委 員） で、その辺でまあいろいろまあ、ある社会福祉法人が、まあ認可保育所

をしたいということになれば、京都府がその辺でいろいろな審査はされる、

ということです。

（委 員） で市はそのお手伝いをされると。

（委 員） まあ、お手伝いを。はい。

（委 員） はい、わかりました。

（委員長） で、そういうふうに言うとね、あの、直接契約説が今どんどんどんどん

言われてますね。ただ、問題は、その、利用者と行政と保育所があって、

ね、利用者が申請しますね、行政に。で行政が、判定して、保育所の方へ、

あるいは、いきますね。で、その中で今、利用者と保育所の間には、契約

は今までなかった関係がね。この、山なりの形だけが成立してた。で今度、

直接契約論が出てきたときには、利用者と保育所だけが直接契約するんで

すよ、ばっかり話されてるわけですよ。このルートが消えたようなごとく、

ね、議論されてしまって、もうこれは全く関係ありませんよと、この、利

用者から行政通って、行政から保育所のこの、絡みというものが、消えて

しまうような議論がされてるわけ。こちらかこちらかという、二者択一的

な議論がされてるんで、直接契約になっても、このルートを残しておけば、

ね。問題がないわけですわね。今までどおりのルールですから。そこに直

接契約がはまってくると。こういうこともね、選択肢の一つとして、常に

出てくるんで、直接契約したら、この行政全然絡まなくなりますよと、い

うような話だけではないと、いうふうには思いますんで、今そういう、ね、
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あり方もひとつ、あの直接契約という話の中であると思いますので。だか

ら、いろんな形がこれからねえ、進められていくということも、念頭にお

いておかないと、ええ。だから、こうなったらこうなるんですよと、いう

だけやなくて、ねえ選択肢もいくつか、だからこうゆう形、していこうと

いうね、だから直接契約なったらもう行政全然関わりなくて、その辺いっ

て、直接ですっていう話だけではないでしょうねと、いうことです。

他に、ありませんでしょうか。

よろしいですか。だいぶ、意見も出たようですんで、だいたいお約束の

時間に、近づいて来たようですが、ないようでしたら、今日はここで、審

議を終わらして、いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

（委 員） はい。

（委員長） はい。それでは、最後に、その他となっておりますが、何かございます

でしょうか。もし、ないようでしたら、事務局より、次回開催等について、

調整をまた、お願いしたいと思いますが、何か、ご意見、お話ございまし

たらどうぞ。

（事務局） はい。失礼します。次回、第４回目になるんですけども、初めのスケジ

ュールどおり１２月の中旬から下旬と、慌しいですけども、そのあたりで、

１回、開催をさせていただきたい、というように考えております。その際

に、あの、一応、今まで、お話をいただいたような、まとめ的なものです

ね、案を、案と申しますか、たたき台を、お示しできたらなというように

考えておりますので、その資料につきましては、ちょっと早い目に送らし

ていただいて、委員のみな様方にご覧いただいて、これをまた、基礎に話

し合いを、お願いしたいと思っておりますので、よろしく、お願いをいた

します。以上でございます。

（委員長） それでは、本日はこれで、終わらしていただきたいと思います。どうも、

ご苦労様でした。

（一 同） ありがとうございました。


